






























































ニ）維持又は修繕の方法

延長
（ｋｍ）

代表天端高
（Ｔ.Ｐ.ｍ）

延長
（ｋｍ）

代表天端高
（Ｔ.Ｐ.ｍ）

地域 状況 維持又は修繕の方法 防護施策 内容

1 長崎海岸
天草市五和町字大手木地先～字
長崎地先

(農)
護岸
消波工

1.26 1.26 天草市の一部
住宅地、農用地
その他

侵食対策

2 御領漁港海岸
天草市五和町御領字黒崎～字千
切地先

(水) 護岸 4.08 4.08 天草市の一部
住宅地､商業業務地
工業地、農用地、
その他

高潮対策

3 佐伊津漁港海岸 天草市佐伊津町字明瀬地先 (水)
護岸
消波堤

3.72 3.72 天草市の一部 住宅地 高潮対策

4
天草港海岸
(茂木根港区)

天草市本渡町広瀬地先 (港)
防波堤、防
潮堤、護
岸、突堤

1.64 1.64 天草市の一部
住宅地,農用地
その他

侵食対策

5
本渡港海岸
(大矢崎地区)

天草市大矢崎地先 (港) 護岸 3.52 3.52 天草市の一部
住宅地,商業業務地
農用地,その他

高潮対策

6
本渡港海岸
(本渡地区)

天草市東町地先 (港) 護岸 1.46 1.46 天草市の一部
住宅地,商業業務地
農用地,その他

高潮対策

7 瀬戸海岸
天草市志柿町字郷内～瀕戸町地
先

(建)
護岸
消波工
樋門

1.13 1.13 天草市の一部
住宅地,商業業務地
工業地,その他

高潮対策

8 志柿海岸 天草市志柿字野道～字野添地先 (建)
護岸
突堤
消波工

1.02 1.02 天草市の一部
住宅地,商業業務地
農用地,その他

高潮対策

9 志柿漁港海岸
天草市志柿町字野添～字平尾地
先

(水) 護岸 3.41 3.41 天草市の一部
住宅地,商業業務地
工業地、農用地、
その他

高潮対策

10
島子漁港海岸
（大島子地区）

天草市有明町大島子地先 (水) 護岸 2.38 2.38 天草市の一部
住宅地,商業業務地
工業地,農用地,森
林､その他

高潮対策

11
島子漁港海岸
（小島子地区）

天草市有明町小島子地先 (水) 護岸 2.32 2.32 天草市の一部
住宅地、農用地、
その他

高潮対策

12
天草港海岸
(下津浦港区)

天草市有明町下津浦地先 (港)
護岸、堤
防、樋門

1.28 1.28 天草市の一部
住宅地,農用地
その他

侵食対策

13
天草港海岸
(上津浦港区)

天草市有明町上津浦地先 (港)
護岸、堤
防、樋門

1.98 1.98 天草市の一部
住宅地,農用地
その他

侵食対策

施設規模（計画）

4.00 ～ 5.50

3.70 5.00

別表　　海岸保全施設整備の種類、規模、配置及び受益の地域　　《有明海沿岸》

3.70 ～ 5.00

受益の地域・状況

イ）海岸保全施設を整備しようとする区域

4.00

別
　
図
　
参
　
照

5.50～

～

その他ロ）海岸保全施設の種類、規模及び配置等
ハ）海岸保全施設による受益の地域

及びその状況

整備の方向
種類

施設
配置

必要に応じて既存施設の老朽化に伴う維持補修や改築など
を実施する。実施に当たっては、防護・環境・利用の調和
のとれた海岸整備を目指す。

No
施設規模（現況）

所管海岸名 地名

新設
「◎」
改良
「○」

・堤防、護岸については、施設の
損傷・劣化等の変状について、定
期的に点検･評価を実施し、変状
の発生位置や劣化の進行段階に応
じて長寿命化を図るなど、適切な
維持・修繕に努め、施設の機能を
確保する。
・突堤、離岸堤（潜堤）、人工
リーフについては、波浪による堤
体前面の洗掘や堤体ブロックの移
動･散乱･沈下等について、定期的
に点検・評価を実施し、必要に応
じてブロックの補充等による適切
な維持・修繕に努め、施設の機能
を確保する。
・水門については、定期的に点検
等を行ない、設備の経年変化や劣
化、損傷を調査するとともに、必
要に応じて長寿命化を図るなど、
適切な維持・修繕に努め、施設の
機能を確保する。

※所管：（河）河川局、（港）港湾局、（水）水産庁、（農）農村振興局



ニ）維持又は修繕の方法

延長
（ｋｍ）

代表天端高
（Ｔ.Ｐ.ｍ）

延長
（ｋｍ）

代表天端高
（Ｔ.Ｐ.ｍ）

地域 状況 維持又は修繕の方法 防護施策 内容

施設規模（計画）

別表　　海岸保全施設整備の種類、規模、配置及び受益の地域　　《有明海沿岸》

受益の地域・状況

イ）海岸保全施設を整備しようとする区域 その他ロ）海岸保全施設の種類、規模及び配置等
ハ）海岸保全施設による受益の地域

及びその状況

整備の方向
種類

施設
配置

No
施設規模（現況）

所管海岸名 地名

新設
「◎」
改良
「○」

14 美ノ越海岸
天草市有明町上津浦字美ノ越～
字平地先

(建) 護岸 0.71 0.71 天草市の一部
住宅地,農用地,その
他

高潮対策

15 下津江海岸
天草市有明町赤崎字影平～上津
浦字美越地先

(建)
護岸
突堤
消波工

1.67 1.67 天草市の一部
住宅地,商業業務
地、農用地,その他

高潮対策

16
天草港海岸
(赤崎港区)

天草市有明町赤崎地先 (港) 護岸 2.05 2.05 天草市の一部
住宅地,農用地
その他

侵食対策

17 須子漁港海岸 天草市有明町須子地先 (水)
護岸
堤防

3.12 3.12 天草市の一部
住宅地、農用地、
その他

高潮対策

18 大浦漁港海岸 天草市有明町大浦地先 (水)
護岸
堤防

2.85 2.85 天草市の一部
住宅地、農用地、
その他

高潮対策

19 大浦港海岸 天草市有明町大間崎地先 (港) 護岸 4.95 4.95 天草市の一部
住宅地,農用地,森
林

高潮対策

20 楠甫漁港海岸 天草市有明町楠甫地先 (水)
護岸
堤防

3.54 3.54 天草市の一部
住宅地、農用地、
その他

高潮対策

21 小仏海岸
天草市有明町楠南字島浦
～楠甫字汐越地先

(建)
護岸
樋門
突堤

1.04 1.04 天草市の一部
住宅地,農用地,その
他

高潮対策

22
上天草港海岸
(知十港区)

上天草市松島町今泉地先 (港)
護岸、防潮
堤

1.58 1.58 上天草市の一部
住宅地,農用地
その他

高潮対策

23 西目海岸 上天草市松島町合津地先 (農)

護岸、堤防
樋門、突堤
人工リーフ
人工海浜

1.30 1.30 上天草市の一部住宅地、農用地 高潮対策
施設の老朽化に対して局部改良による再整備を行い、必要
な防護機能を確保し海岸利用との調和を図る

24 西の浦海岸 上天草市松島町合津西の浦地先 (建)
護岸、堤
防、樋門

0.10 0.10 上天草市の一部住宅地,農用地 高潮対策

25 一号永浦海岸 上天草市松島町合津永浦地先 (建)
護岸
堤防
樋門

0.57 0.57 上天草市の一部
住宅地,農用地,そ
の他

高潮対策

27
樋合漁港海岸
（樋合地区）

上天草市松島町合津字樋合地先 (水) 護岸 2.17 2.17 上天草市の一部住宅地、森林 高潮対策

4.00 ～ 5.50

4.00 ～ 5.40

3.70 ～ 5.50

4.00 ～ 5.40

別
　
図
　
参
　
照

必要に応じて既存施設の老朽化に伴う維持補修や改築など
を実施する。実施に当たっては、防護・環境・利用の調和
のとれた海岸整備を目指す。

必要に応じて既存施設の老朽化に伴う維持補修や改築など
を実施する。実施に当たっては、防護・環境・利用の調和
のとれた海岸整備を目指す。

～

～ 5.504.00

3.70 5.50

・堤防、護岸については、施設の
損傷・劣化等の変状について、定
期的に点検･評価を実施し、変状
の発生位置や劣化の進行段階に応
じて長寿命化を図るなど、適切な
維持・修繕に努め、施設の機能を
確保する。
・突堤、離岸堤（潜堤）、人工
リーフについては、波浪による堤
体前面の洗掘や堤体ブロックの移
動･散乱･沈下等について、定期的
に点検・評価を実施し、必要に応
じてブロックの補充等による適切
な維持・修繕に努め、施設の機能
を確保する。
・水門については、定期的に点検
等を行ない、設備の経年変化や劣
化、損傷を調査するとともに、必
要に応じて長寿命化を図るなど、
適切な維持・修繕に努め、施設の
機能を確保する。

※所管：（河）河川局、（港）港湾局、（水）水産庁、（農）農村振興局



ニ）維持又は修繕の方法

延長
（ｋｍ）

代表天端高
（Ｔ.Ｐ.ｍ）

延長
（ｋｍ）

代表天端高
（Ｔ.Ｐ.ｍ）

地域 状況 維持又は修繕の方法 防護施策 内容

施設規模（計画）

別表　　海岸保全施設整備の種類、規模、配置及び受益の地域　　《有明海沿岸》

受益の地域・状況

イ）海岸保全施設を整備しようとする区域 その他ロ）海岸保全施設の種類、規模及び配置等
ハ）海岸保全施設による受益の地域

及びその状況

整備の方向
種類

施設
配置

No
施設規模（現況）

所管海岸名 地名

新設
「◎」
改良
「○」

28
樋合漁港海岸
（永浦地区）

上天草市松島町合津字永浦地先 (水) 護岸 0.98 0.98 上天草市の一部住宅地 高潮対策

29 瀬高海岸
上天草市大矢野町中字東満越
～字小泊地先

(建) 護岸 0.86 0.86 上天草市の一部
住宅地,農用地,その
他

高潮対策

30
上天草港海岸
(小泊港区)

上天草市大矢野町中地先 (港)
護岸、堤
防、突堤

1.36 1.36 上天草市の一部
住宅地,農用地
その他

高潮対策

31 鯨道海岸
上天草市大矢野町中字鯨道～字
井保田地先

(建) 護岸 1.01 1.01 上天草市の一部
工業地,農用地,その
他

高潮対策

32
上天草港海岸
(江後港区)

上天草市大矢野町中地先 (港) 護岸 1.03 1.03
上天草市の一
部

住宅地,農用地
その他

高潮対策

33 山田海岸
上天草市大矢野町中字汐垂～字
青山地先

(建)
護岸、堤防、
突堤、消波工

1.70 1.70 上天草市の一部住宅池、その他 高潮対策

34
上天草港海岸
(江樋戸港区)

上天草市大矢野町上地先 (港)
護岸、防潮
堤、突堤

1.57 1.57
上天草市の一
部

住宅地,農用地
その他

高潮対策

35 鳩之釜漁港海岸
上天草市大矢野町上字鳩之釜地
先

(水) 護岸 1.27 1.27 上天草市の一部住宅地 高潮対策

36 鳩之釜海岸
上天草市大矢野町上字鳩之釜～
字大矢野岳地先

(建)
護岸
突堤

0.64 0.64 上天草市の一部
住宅地,農用地,その
他

高潮対策

37 野釜漁港海岸
上天草市大矢野町上瀬戸平～字
南地先

(水)
護岸
堤防

0.65 0.65 上天草市の一部
住宅地、農用地、
その他

高潮対策

38 湯島漁港海岸
上天草市大矢野町湯島字三本松
～字西の浜地先

(水) 護岸 2.94 2.94 上天草市の一部
住宅地、農用地、
その他

高潮対策
侵食対策

39 七ツ割漁港海岸
上天草市大矢野町上字西大平～
字七ッ割地先

(水)
護岸
堤防

0.48 0.48 上天草市の一部
住宅地、農用地、
その他

高潮対策

40 七ツ割海岸
上天草市大矢野町上字七ツ割地
先

(建) 護岸 0.16 0.16 上天草市の一部住宅,その他 高潮対策

41 大手原漁港海岸
上天草市大矢野町上字大手原
～字薬研迫地先

(水)
護岸
堤防

0.29 0.29 上天草市の一部
住宅地、農用地
商業業務地、その
他

高潮対策

4.00 ～ 5.50

別
　
図
　
参
　
照

必要に応じて既存施設の老朽化に伴う維持補修や改築など
を実施する。実施に当たっては、防護・環境・利用の調和
のとれた海岸整備を目指す。

～ 5.504.00

4.50 ～

・堤防、護岸については、施設の
損傷・劣化等の変状について、定
期的に点検･評価を実施し、変状
の発生位置や劣化の進行段階に応
じて長寿命化を図るなど、適切な
維持・修繕に努め、施設の機能を
確保する。
・突堤、離岸堤（潜堤）、人工
リーフについては、波浪による堤
体前面の洗掘や堤体ブロックの移
動･散乱･沈下等について、定期的
に点検・評価を実施し、必要に応
じてブロックの補充等による適切
な維持・修繕に努め、施設の機能
を確保する。
・水門については、定期的に点検
等を行ない、設備の経年変化や劣
化、損傷を調査するとともに、必
要に応じて長寿命化を図るなど、
適切な維持・修繕に努め、施設の
機能を確保する。5.00

4.50 ～ 5.30 4.50 ～ 5.30

4.50 ～ 5.00

※所管：（河）河川局、（港）港湾局、（水）水産庁、（農）農村振興局



ニ）維持又は修繕の方法

延長
（ｋｍ）

代表天端高
（Ｔ.Ｐ.ｍ）

延長
（ｋｍ）

代表天端高
（Ｔ.Ｐ.ｍ）

地域 状況 維持又は修繕の方法 防護施策 内容

施設規模（計画）

別表　　海岸保全施設整備の種類、規模、配置及び受益の地域　　《有明海沿岸》

受益の地域・状況

イ）海岸保全施設を整備しようとする区域 その他ロ）海岸保全施設の種類、規模及び配置等
ハ）海岸保全施設による受益の地域

及びその状況

整備の方向
種類

施設
配置

No
施設規模（現況）

所管海岸名 地名

新設
「◎」
改良
「○」

42 火崎海岸 上天草市大矢野町上字火崎地先 (建) 護岸、堤防 0.72 0.72 上天草市の一部農用地,その他 高潮対策

43 串漁港海岸
上天草市大矢野町上字江後～登
立字成合津地先

(水)
護岸
堤防

3.83 3.83 上天草市の一部
住宅地、農用地、
その他

高潮対策

44 賤の女海岸 上天草市大矢野町上地先 (農)
堤防
樋門

0.15 0.15 上天草市の一部
住宅地、農用地
その他

高潮対策
高潮による背後地への越波・飛沫被害を防止するため、堤
防等の整備を行い、必要な防護機能を確保する。整備に当
たっては、環境、利用と調和のとれた海岸整備を目指す。

45 白涛漁港海岸
上天草市大矢野町登立字割巌～
字柴尾地先

(水)
護岸
堤防

2.16 2.16 上天草市の一部住宅地、農用地 高潮対策

46 大田尾海岸
宇城市三角町大田尾字嶽～字瀬
戸地先

(建) 護岸 1.16 1.16 宇城市の一部
住宅地,工業地、商
業業務池,その他

高潮対策

47 大田尾漁港海岸
宇城市三角町大田尾字西矢答～
字仏天川地先

(水) 護岸 1.48 1.48 宇城市の一部 住宅地 高潮対策
高潮による背後地への越波・飛沫被害を防止するため、護
岸等の整備を行い必要な防護機能を確保する。整備に当
たっては、環境、利用と調和のとれた海岸整備を目指す。

48 小田良漁港海岸
宇城市三角町中村字前畑～字東
黒岩地先

(水)
護岸
堤防

0.31 0.31 宇城市の一部 農用地 高潮対策

49 赤瀬漁港海岸
宇土市赤瀬町字平岩～字白瀬地
先

(水) 護岸 1.94 1.94 宇土市の一部 住宅地 高潮対策

50 平岩海岸
宇土市下網田町～赤瀬町字大田
地先

(建) 護岸 1.40 1.40 宇土市の一部
住宅地,商業業務地,
その他

高潮対策

51 網田漁港海岸
宇土市戸口町字外平～下網田町
字御興来地先

(水)
護岸
堤防

1.24 1.24 宇土市の一部
住宅地、農用地、
森林、
その他

高潮対策

52 網田地区海岸
宇土市網田町大字下網田
～大字長浜地先

(農)
堤防、樋門
消波工

○ 1.64 1.64 宇土市の一部
住宅地、農用地
その他

高潮対策
高潮による背後地への越波・飛沫被害を防止するため、堤
防等の整備を行い、必要な防護機能を確保する。整備に当
たっては、環境、利用と調和のとれた海岸整備を目指す。

53 長浜漁港海岸 宇土市長浜字小池～小松地先 (水)
護岸
消波工

2.67 2.67 宇土市の一部
住宅地、農用地、
森林
その他

高潮対策

54 長部田海岸
宇土市住吉町字長部田～長浜町
字小池地先

(建)
護岸
消波工

0.40 0.40 宇土市の一部
住宅地,商業業務
地、その他

高潮対策

55 住吉漁港海岸
宇土市住吉町字長部田～字鮟地
先

(水)
護岸
堤防

2.97 2.97 宇土市の一部
住宅地、農用地、
森林
その他

高潮対策

4.50 ～ 5.00

4.50 ～ 6.00

4.50 ～

7.00

6.00

～5.00
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必要に応じて既存施設の老朽化に伴う維持補修や改築などを
実施する。実施に当たっては、防護・環境・利用の調和のとれ
た海岸整備を目指す。

必要に応じて既存施設の老朽化に伴う維持補修や改築など
を実施する。実施に当たっては、防護・環境・利用の調和
のとれた海岸整備を目指す。

必要に応じて既存施設の老朽化に伴う維持補修や改築など
を実施する。実施に当たっては、防護・環境・利用の調和
のとれた海岸整備を目指す。

必要に応じて既存施設の老朽化に伴う維持補修や改築など
を実施する。実施に当たっては、防護・環境・利用の調和
のとれた海岸整備を目指す。

～

4.50 ～ 6.00

4.50

・堤防、護岸については、施設の
損傷・劣化等の変状について、定
期的に点検･評価を実施し、変状
の発生位置や劣化の進行段階に応
じて長寿命化を図るなど、適切な
維持・修繕に努め、施設の機能を
確保する。
・突堤、離岸堤（潜堤）、人工
リーフについては、波浪による堤
体前面の洗掘や堤体ブロックの移
動･散乱･沈下等について、定期的
に点検・評価を実施し、必要に応
じてブロックの補充等による適切
な維持・修繕に努め、施設の機能
を確保する。
・水門については、定期的に点検
等を行ない、設備の経年変化や劣
化、損傷を調査するとともに、必
要に応じて長寿命化を図るなど、
適切な維持・修繕に努め、施設の
機能を確保する。

4.50 5.00

～ 6.00

7.00～5.00

※所管：（河）河川局、（港）港湾局、（水）水産庁、（農）農村振興局



ニ）維持又は修繕の方法

延長
（ｋｍ）

代表天端高
（Ｔ.Ｐ.ｍ）

延長
（ｋｍ）

代表天端高
（Ｔ.Ｐ.ｍ）

地域 状況 維持又は修繕の方法 防護施策 内容

施設規模（計画）

別表　　海岸保全施設整備の種類、規模、配置及び受益の地域　　《有明海沿岸》

受益の地域・状況

イ）海岸保全施設を整備しようとする区域 その他ロ）海岸保全施設の種類、規模及び配置等
ハ）海岸保全施設による受益の地域

及びその状況

整備の方向
種類

施設
配置

No
施設規模（現況）

所管海岸名 地名

新設
「◎」
改良
「○」

56 住吉農地海岸 宇土市大字笠石地先 (農)
堤防
樋門

0.50 0.50 宇土市の一部
住宅地、農用地
その他

高潮対策
高潮による背後地への越波・飛沫被害を防止するため、堤
防等の整備を行い、必要な防護機能を確保する。整備に当
たっては、環境、利用の調和のとれた海岸整備を目指す。

57 海路口海岸 熊本市天明町大字海路口地先 (農)
堤防、樋門
消波工

3.02 3.02 熊本市の一部
住宅地、商業業務
地、農用地、その
他

高潮対策

58 四番海岸 熊本市飽田町大字畠口地先 (農)
堤防、樋門
消波工

1.64 1.64 熊本市の一部
住宅地、商業業務
地、農用地、その
他

高潮対策

59 飽託海岸 熊本市沖新町地先 (農)
堤防、樋門
消波工

3.48 3.48 熊本市の一部
住宅地、商業業務
地、農用地、その
他

高潮対策

61
百貫港海岸
(小島地区)

熊本市小島地先 (港) 堤防、胸壁 1.71 1.71 熊本市の一部 住宅地,農用地 高潮対策

62
百貫港海岸
(要江地区)

熊本市要江地先 (港)
堤防、護
岸、胸壁

1.55 1.55 熊本市の一部
住宅地,農用地、工
業地

高潮対策

63 塩屋漁港海岸
熊本市河内町船津字長崎～河内
字射崎地先

(水) 護岸 2.25 2.25 熊本市の一部 住宅地、その他 高潮対策

64
河内港海岸
(船津地区)

熊本市河内町船津地先 (港)
護岸、堤
防、離岸堤

2.27 2.27 熊本市の一部
住宅地,商業業務地
農用地,その他

高潮対策

65
河内港海岸
(小白地区)

熊本市河内町小白地先 (港) 護岸、堤防 1.87 1.87 熊本市の一部
住宅地,農用地,そ
の他

高潮対策

66 小白海岸
熊本市河内町大字白浜トノ字
～　玉名市天水町大字小天字江
塘外地先

(農) 堤防、樋門 1.85 1.85
熊本市、玉名
市
の一部

住宅地、商業業務
地
農用地、その他

高潮対策

67 受免海岸
玉名市天水町大字小天字五の切
～字八の切地先

(農)
堤防、樋門
突堤

1.42 1.42 玉名市の一部

住宅地、商業業務
地
農用地、森林、そ
の他

高潮対策

68 玉名横島海岸
玉名市大浜町字有明開～
玉名市横島町大字横島字下千出
地先

(農)
堤防、樋門
消波工

○ 10.1 5.50 ～ 7.00 10.1 5.50 ～ 7.00 玉名市の一部
住宅地、商業業務
地、農用地、その
他

高潮対策

69 共和海岸
玉名市滑石字共和～字九の割地
先

(農)
堤防、樋門
消波工

○ 2.68 2.68 玉名市の一部
住宅地、商業業務
地、農用地、その
他

高潮対策

70 高道海岸
玉名市滑石字硴原～
玉名市岱明町大字高道字長保地
先

(農)
堤防、樋門
消波工、突
堤

○ 2.75 2.75 玉名市の一部
住宅地、商業業務
地、農用地、その
他

高潮対策

～ 7.00

6.00 ～ 7.00
別
　
図
　
参
　
照

・堤防、護岸については、施設の
損傷・劣化等の変状について、定
期的に点検･評価を実施し、変状
の発生位置や劣化の進行段階に応
じて長寿命化を図るなど、適切な
維持・修繕に努め、施設の機能を

確保する。
・突堤、離岸堤（潜堤）、人工

リーフについては、波浪による堤
体前面の洗掘や堤体ブロックの移
動･散乱･沈下等について、定期的
に点検・評価を実施し、必要に応
じてブロックの補充等による適切
な維持・修繕に努め、施設の機能

を確保する。
・水門については、定期的に点検
等を行ない、設備の経年変化や劣
化、損傷を調査するとともに、必
要に応じて長寿命化を図るなど、
適切な維持・修繕に努め、施設の

機能を確保する。

高潮による背後地への越波・飛沫被害を防止するため、堤
防等の整備を行い、必要な防護機能を確保する。整備に当
たっては、環境、利用と調和のとれた海岸整備を目指す。

必要に応じて既存施設の老朽化に伴う維持補修や改築など
を実施する。実施に当たっては、防護・環境・利用の調和
のとれた海岸整備を目指す。

6.00

6.00 ～

～ 7.00

7.00

7.00～5.00 7.00～5.00

6.00

8.00～5.50 8.00～5.50

※所管：（河）河川局、（港）港湾局、（水）水産庁、（農）農村振興局



ニ）維持又は修繕の方法

延長
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代表天端高
（Ｔ.Ｐ.ｍ）

延長
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代表天端高
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地域 状況 維持又は修繕の方法 防護施策 内容

施設規模（計画）

別表　　海岸保全施設整備の種類、規模、配置及び受益の地域　　《有明海沿岸》

受益の地域・状況

イ）海岸保全施設を整備しようとする区域 その他ロ）海岸保全施設の種類、規模及び配置等
ハ）海岸保全施設による受益の地域

及びその状況

整備の方向
種類

施設
配置

No
施設規模（現況）

所管海岸名 地名

新設
「◎」
改良
「○」

71 大正開漁港海岸
玉名市岱明町大字鍋大正開～大
字高道大相地先

(水) 堤防 2.21 2.21 玉名市の一部
住宅地、農用地、
その他

高潮対策

72 鍋海岸
玉名市岱明町大字鍋字大正開
～　玉名郡長洲町大字上沖洲字
塘外地先

(農)

堤防、護岸
樋門、消波
工
突堤、人工
海浜

2.61 2.61
玉名市、長洲
町
の一部

住宅地、農用地
その他

高潮対策

73
新川漁港海岸
（鍋地区）

玉名市岱明町下沖洲字湾洞地先 (水) 護岸 1.57 1.57 玉名市の一部
住宅地、工業地
農用地、その他

高潮対策

73-2
新川漁港海岸
（上沖洲地区）

玉名郡長洲町上沖洲字塘外～大
字名石浜地先

(水) 護岸 1.11 1.11 長洲町の一部
住宅地、工業地
農用地、その他

高潮対策

74 名石浜海岸 玉名郡長洲町大字名石浜地先 (建)
護岸
消波工
樋門

1.13 1.13 長洲町の一部
住宅地,工業地
農用地,その他

高潮対策

75 西の塘海岸
玉名郡長洲町大字清源寺字外浜
～大字名石浜地先

(建)
堤防
樋門

1.22 1.22 長洲町の一部
住宅地,商業業務地
農用地,その他

高潮対策

76
長洲港海岸
（港地区）

玉名郡長洲町大字長洲地先 (港) 護岸 0.32 0.32 長洲町の一部
住宅地,商業業務地
農用地,その他

高潮対策

77
長洲港海岸
（下磯地区）

玉名郡長洲町大字長洲地先 (港) 護岸、堤防 1.38 1.38 長洲町の一部
住宅地,商業業務地
工業地､農用地,そ
の他

高潮対策

78 一部漁港海岸 荒尾市大字一部～大字増永地先 (水) 護岸 0.63 0.63 荒尾市の一部
住宅地、農用地、
その他

高潮対策

79 荒尾海岸
荒尾市大字宮内出目字南外平～
大字牛水字下磯地先

(建)
護岸
堤防

4.72 4.72 荒尾市の一部
住宅地,商業業務
地、工業地,農用地,
その他

高潮対策
高潮による背後地への越波・飛沫被害を防止するため、護岸
等の整備を行う。整備に当たっては、環境、利用と調和のとれ
た海岸整備を目指す。

80 荒尾港海岸 荒尾市新四ツ山地先 (港) 護岸、堤防 3.41 3.41 荒尾市の一部
住宅地,商業業務地
工業地，その他

侵食対策
必要に応じて既存施設の老朽化に伴う維持補修や改築など
を実施する。実施に当たっては、防護・環境・利用の調和
のとれた海岸整備を目指す。

別
　
図
　
参
　
照

・堤防、護岸については、施設の
損傷・劣化等の変状について、定
期的に点検･評価を実施し、変状
の発生位置や劣化の進行段階に応
じて長寿命化を図るなど、適切な
維持・修繕に努め、施設の機能を

確保する。
・突堤、離岸堤（潜堤）、人工

リーフについては、波浪による堤
体前面の洗掘や堤体ブロックの移
動･散乱･沈下等について、定期的
に点検・評価を実施し、必要に応
じてブロックの補充等による適切
な維持・修繕に努め、施設の機能

を確保する。
・水門については、定期的に点検
等を行ない、設備の経年変化や劣
化、損傷を調査するとともに、必
要に応じて長寿命化を図るなど、
適切な維持・修繕に努め、施設の

機能を確保する。

必要に応じて既存施設の老朽化に伴う維持補修や改築など
を実施する。実施に当たっては、防護・環境・利用の調和
のとれた海岸整備を目指す。

6.00 ～ 6.506.00 ～ 6.50

8.00～5.508.00～5.50

※所管：（河）河川局、（港）港湾局、（水）水産庁、（農）農村振興局
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　 (平岩地区)

護

46.大田尾海岸
　 (大田尾地区)

護

47.大田尾漁港海岸
　 (大田尾地区)

護
堤

堤

×

堤

海岸保全施設の存する地域

宇　　城　　市

宇　　城　　市

「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R3JHF 46」、「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」



×

×××

×

×

堤

護 消

護 堤

護
消

堤

護

壁

壁

堤

海岸保全施設の存する地域

熊　　本　　市

「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R3JHF 46」、「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」



護

堤

堤

73.新川漁港海岸
　 (鍋地区)

73-2.新川漁港海岸
　 　(上沖洲地区)

護
護

護

突
浜

突

×
×

消

×

海岸保全施設の存する地域

熊　　本　　市

熊　　本　　市

離

「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R3JHF 46」、「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」



突
浜

突

×
×

突

堤

×
護

消

×

護

護

堤
73-2.新川漁港海岸
　 　(上沖洲地区)

護

73.新川漁港海岸
　 (鍋地区)

護 堤

堤

護

海岸保全施設の存する地域

玉
　
　
名
　
　
市

「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R3JHF 46」、「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」


